
次期障害児福祉計画体系案

※国の指針（障害福祉サービス等障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針）
 等を踏まえ改定
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52 身近な地域で支援等を利用しやすい仕組みづくりの推進 52 身近な地域で支援等を利用しやすい仕組みづくりの推進

特性や状況に応じた支援の提供 特性や状況に応じた支援の提供
53 重症心身障害児・医療的ケア児への支援の仕組みづくりの検討 53 重症心身障害児・医療的ケア児への支援の仕組みづくりの検討
54 様々な障害や特性に応じた支援体制の充実 54 様々な障害や特性に応じた支援体制の充実

今回追加 55 障害児入所支援におけるきめ細やかな支援の実施

相談・支援・連携体制の強化 相談・支援・連携体制の強化
55 障害児相談支援の充実 今回追加 56 児童発達支援センターの中核機能の強化
56 重症心身障害児・医療的ケア児への支援の仕組みづくりの検討（再掲） 57 障害児相談支援の充実
57 教育と福祉の連携による切れ目のない取組の推進 58 重症心身障害児・医療的ケア児への支援の仕組みづくりの検討（再掲）
58 京都市はぐくみプラン（京都市子ども・若者総合計画）」と連携した取組の推進 59 教育と福祉の連携による切れ目のない取組の推進

60 京都市はぐくみプラン（京都市子ども・若者総合計画）」と連携した取組の推進

一人一人のニーズに応じた教育の推進 今回追加 地域社会への参加・包容（インクルージョン）の推進
59 インクルーシブ教育の理念に基づく総合的な支援 今回追加 61 インクルージョンの推進に向けた地域の体制づくり
60 一人一人のニーズに応じた教育の実施 今回追加 62 子育て支援と障害児支援にかかる双方向からの連携の実施

一人一人のニーズに応じた教育の推進
63 インクルーシブ教育の理念に基づく総合的な支援
64 一人一人のニーズに応じた教育の実施
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次期障害児福祉計画見直し（案）について                  資料５ 

改正前 改正後 

第２期障害児福祉計画 

 
施策目標５ 障害や疾病等で支援が必要な子どもに対する福祉と教

育の充実 
 
＜現状と方向性＞ 
○ 発達障害に関する社会的認知の広がりにより、これまで障害があ

ると思われていなかった人やことばの遅れ等を心配する保護者か
らの相談が増えてきており、身近な地域で必要な支援を受ける体制
づくりが求められています。 

  また、発達の遅れや特性に対する早期発見・早期支援を行うため
に、健診、検査、療育、診断等それぞれの役割を担う関係機関の更
なる連携が必要です。 

   
 
 
 
 
 
○ 重度の肢体不自由と知的障害が重複した状態にある子ども（以下

「重症心身障害児」という。）や喀痰吸引等の医療的ケアが必要な
子ども（以下「医療的ケア児」という。）が安心して適切なサービス
が受けられるよう、重症心身障害児を受け入れる放課後等デイサー
ビスや児童発達支援の設置促進はもとより、福祉・保健・医療・教

次期障害児福祉計画（案） 
 
施策目標５ 障害や疾病等で支援が必要な子どもに対する福祉と教

育の充実 

 
＜現状と方向性＞ 
○  平成 30 年度から令和４年度にかけて、本市における障害児通

所支援の支給決定者数は約 30％増、費用額は約 45％増となり、
サービスの供給が進んでいます。 

これは、近年の発達障害の認知の社会的広がりにより、従来は
育てにくさ・生きづらさを抱えながらも障害として認知されず、
発達支援につながってこなかった子どもたちが、幼少期の間に発
達支援につながるようになってきたともされています。 

今後は、身近な地域で質の高い支援を受けることができるよう
取組を推進していくことが求められています。 

加えて、発達の遅れや特性に対する早期発見・早期支援を行う
ために、健診、検査、療育、診断等それぞれの役割を担う関係機
関の更なる連携が必要です。 

 
○ 重度の肢体不自由と知的障害が重複した状態にある子ども（以下

「重症心身障害児」という。）や喀痰吸引等の医療的ケアが必要な
子ども（以下「医療的ケア児」という。）が安心して適切なサービス
が受けられるよう、重症心身障害児を受け入れる放課後等デイサー
ビスや児童発達支援の設置促進はもとより、福祉・保健・医療・教
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改正前 改正後 

育等の関係者が連携し、医療的ケア児を必要なサービス利用に繋げ
ていく支援の仕組みづくりが必要です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 本市の子育て支援施策の総合的な計画である「京都市はぐくみプ

ラン（京都市子ども・若者総合計画）」に掲げる施策を着実に推進
することはもちろん、両プランが連携して取組を推進していく必要
があります。 

 
○ 障害のある子どももない子どもも共に集団生活の中で社会への

適応能力を身につけることが大切です。 
  住みなれた地域で安心して暮らしていくためには、身近な地域

で、必要な時に、子どもの成長に応じた相談と適切な福祉施策や教
育が受けられる体制づくりが必要です。 

 
 

育等の関係者が連携し、医療的ケア児を必要なサービス利用に繋げ
ていく支援の仕組みづくりが必要です。 

中でも、医療的ケア児に関しては、医療技術の進歩に伴い、医療
的ケア児が増加するとともにその実態が多様化しており、医療的ケ
ア児及びその家族に対する支援を推進するため、令和３年９月の
「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が施行さ
れ、地方公共団体は、自主的かつ主体的に医療的ケア児及びその家
族に対する支援に係る施策を実施する旨の責務が定められていま
す。 

これを受け、本市としては、医療的ケア児等地域支援コーディネ
ート事業をモデル的に実施するなど、一層の支援体制の充実を進め
ています。 

 
○ 本市の子育て支援施策の総合的な計画である「京都市はぐくみプ

ラン（京都市子ども・若者総合計画）」に掲げる施策を着実に推進
することはもちろん、両プランが連携して取組を推進していく必要
があります。 

 
○  令和５年４月１日、こども基本法が策定されるとともに、こど

も家庭庁が発足し、社会全体でこどもや若者に関する「こども施
策」の取組を総合的に進めております。 

こども基本法の理念の１つに、「全てのこどもについて、その年
齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利
益が優先して考慮されること」とあり、「こどもの人生にとって最
も善いことは何か」を考慮し、取組を進めていく必要があります。 
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改正前 改正後 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇 障害のある子どももない子どもも共に学ぶインクルーシブ教育

の理念に基づき、子どもや保護者の願いと教育的ニーズに応じた就
学相談の実施や、障害の多様化や重度・重複化を踏まえた連続性の
ある多様なまなびの場の設置と指導・支援が求められています。 

 
 
 早期発見・早期支援 
51 関係機関との連携による早期発見・早期支援 
   子どもの発達の遅れや特性を早期に発見し、保護者からの相談

に応じながら適切な支援につないでいけるよう、各区役所・支所
の子どもはぐくみ室や児童福祉センターにおける取組を推進し、
児童発達支援センターをはじめとする関係機関との連携を強化し
ます。 

 
52 身近な地域で支援等を利用しやすい仕組みづくりの推進 
   特性や状況に応じた支援を早期に受けることができるよう、児

具体的には、障害のある子どももない子どもも共に集団生活の
中で社会への適応能力を身につけるため、社会の様々な場面で、
障害の状態や特性に応じた合理的配慮の提供を進めるとともに、
身近な地域で、必要な時に、子どもの成長に応じた相談と適切な
福祉施策や教育が受けられる体制づくりや、保育所等の一般施策
での障害児への支援力を向上させて子育て支援施策全体の中で
も障害のある子どもへの支援を進め、インクルージョン（地域社
会への参加・包容）を推進していくことが重要です。 

 
〇 障害のある子どももない子どもも共に学ぶインクルーシブ教育

の理念に基づき、子どもや保護者の願いと教育的ニーズに応じた就
学相談の実施や、障害の多様化や重度・重複化を踏まえた連続性の
ある多様なまなびの場の設置と指導・支援が求められています。 

 
 
 早期発見・早期支援 
51 関係機関との連携による早期発見・早期支援 
   子どもの発達の遅れや特性を早期に発見し、保護者からの相談

に応じながら適切な支援につないでいけるよう、各区役所・支所
の子どもはぐくみ室や児童福祉センターにおける取組を推進し、
児童発達支援センターをはじめとする関係機関との連携を強化し
ます。 

 
52 身近な地域で支援等を利用しやすい仕組みづくりの推進 
   特性や状況に応じた支援を早期に受けることができるよう、ニ
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改正前 改正後 

童発達支援事業所の設置や保育所等訪問支援の利用促進等、身近
な地域で利用しやすい仕組みづくりを推進します。 

   また、障害児入所施設についても、地域において、虐待を受け
た児童の対応を含め、果たすべき役割の検討を進めるとともに、
入所している児童が 18 歳以降も適切な場所で適切な支援を受け
ることができるよう、適切な時期に必要な協議が行われる体制整
備に努めます。 

 
 特性や状況に応じた支援の提供 
53 重症心身障害児・医療的ケア児への支援の仕組みづくりの検討 
   医療的ケア児等コーディネーターの役割をはじめ、医療的ケア

児が必要とする支援の提供に繋がる仕組みづくりについて、福祉・
保健・医療・教育等の関係者による協議の場において、検討しま
す。 

   重症心身障害児等が安心して通所できる児童発達支援事業所及
び放課後等デイサービスの設置促進をはじめ、居宅訪問型児童発
達支援の実施検討や、技術習得にかかる職員研修の受講促進に努
めます。 

また、保育園や学童クラブ事業等における医療的ケア児への支
援に引き続き取り組むとともに、学校における医療的ケアの安全
な実施体制の構築・充実を図ります。 

 
 
54 様々な障害や特性に応じた支援体制の充実 
   ことばやコミュニケーションに課題のある子どもはもとより、

ーズに応じた児童発達支援事業所の設置や保育所等訪問支援の利
用促進、児童発達支援センターにおける「気づき」の段階での相
談等、身近な地域で利用しやすい仕組みづくりを推進します。 
 
 

 
 
 
 特性や状況に応じた支援の提供 
53 重症心身障害児・医療的ケア児への支援の仕組みづくりの検討 

京都府が医療的ケア児等に対する総合的な支援を行うために設
置する医療的ケア児支援センター等の関係機関と連携し、医療的ケ
ア児等地域支援コーディネーターを配置することで、地域における
課題の整理や地域資源の開発等を行い、地域で医療的ケア児等を支
援する体制を構築します。 

   重症心身障害児等が安心して通所できる児童発達支援事業所及
び放課後等デイサービスの設置促進をはじめ、居宅訪問型児童発
達支援の実施検討や、技術習得にかかる職員研修の受講促進に努
めます。 

また、保育園や学童クラブ事業等における医療的ケア児への支
援に引き続き取り組むとともに、学校における医療的ケアの安全
な実施体制の構築・充実を図ります。 

 
54 様々な障害や特性に応じた支援体制の充実 
   ことばやコミュニケーションに課題のある子どもはもとより、
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改正前 改正後 

発達障害、高次脳機能障害、行動障害等の様々な障害や特性のあ
る子どもが、適切な支援を受けられるよう、支援体制の充実を図
ります。 

   とりわけ、難聴児の支援に当たっては、主に難聴児の支援を行
う児童発達支援センター「うさぎ園」を中核として、関係機関と
の連携を進めることにより、難聴児及びその家族への切れ目のな
い支援に取り組みます。 

   また、厳正かつ丁寧な監査の実施や事業所向けの研修の充実に
より、支援の質の向上を図ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発達障害、高次脳機能障害、行動障害等の様々な障害や特性のあ
る子どもが、適切な支援を受けられるよう、支援体制の充実を図
ります。 

   とりわけ、難聴児の支援に当たっては、主に難聴児の支援を行
う児童発達支援センター「うさぎ園」を中核として、関係機関と
の連携を進めることにより、難聴児及びその家族への切れ目のな
い支援に取り組みます。 

   また、厳正かつ丁寧な監査の実施や事業所向けの研修の充実に
より、支援の質の向上を図ります。 

   なお、京都府が難聴児支援のための中核的機能を有する体制の
確保に向けて整備を進めており、難聴児とその家族等に対する支
援に関する課題などの情報共有や更なる支援の充実を行います。 

 
55 障害児入所支援におけるきめ細やかな支援の実施 

障害児入所施設においては、虐待を受けた障害児の状況等に応じ
たきめ細やかな支援を行うとともに、虐待防止研修や虐待防止委員
会の設置、担当者の配置等といった被措置児童等虐待防止の取組を
行います。 

とりわけ、入所している児童が 18 歳以降、大人にふさわしい環
境へ円滑に移行できるよう、関係機関と連携し、必要な協議の場を
設け、移行に向けた調整を行います。 
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改正前 改正後 

 相談・支援・連携体制の強化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55 障害児相談支援の充実 
   区役所・支所の子どもはぐくみ室や障害保健福祉課、児童福祉

センター、教育相談総合センター（こども相談センターパトナ）、
総合育成支援教育相談センター「育（はぐくみ）支援センター」
など相談体制の充実を図ります。 

   また、サービス利用の際の相談支援の現状を踏まえつつ、専門
的見地による障害児相談支援の拡充を進め、子どもにとって適切
なサービスが提供できる仕組みづくりを推進します。 

 
 
 
 
 

 相談・支援・連携体制の強化 
56 児童発達支援センターの中核機能の強化 

児童発達支援センターについては、地域の障害児の健全な発達に
おいて中核的な役割を果たす機関として位置付け、①幅広い高度な
専門性に基づく発達支援・家族支援機能、②地域の障害者通所支援
事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能、③地域
のインクルージョン推進の中核としての機能、④地域の障害児の発
達支援の入口としての相談機能といった中核的な支援機能を備え
るための整備を進めるとともに、障害児通所支援等を実施する事業
所と緊密な連携を図り、地域資源を重ね合わせた重層的な支援体制
の構築を進めます。 

 
57 障害児相談支援の充実 
   区役所・支所の子どもはぐくみ室や障害保健福祉課、児童福祉

センター、教育相談総合センター（こども相談センターパトナ）、
総合育成支援教育相談センター「育（はぐくみ）支援センター」
など相談体制の充実を図ります。 
その中でも、児童発達支援センターについては、「気づき」の段

階を含めた地域の多様な障害児及び家族に対し、発達支援に関す
る身近な窓口として、相談対応を行うといった相談支援体制の構
築を行います。 
また、サービス利用の際の相談支援の現状を踏まえつつ、専門的

見地による障害児相談支援の拡充を進め、子どもにとって適切な
サービスが提供できる仕組みづくりを推進します。 
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改正前 改正後 

56 重症心身障害児・医療的ケア児への支援の仕組みづくりの検討
（再掲） 
   
57 教育と福祉の連携による切れ目のない取組の推進 
   幼稚園、保育園、認定こども園等と児童発達支援センター等と

の連携や、放課後等デイサービス、タイムケア事業所と児童館、
学校との連携等、就学前・就学後を通じて関係機関の連携が図ら
れるよう、仕組みづくりを行います。 

   障害のある子どもが、集団生活を通じて社会で生活する力等を
身につけられるよう、引き続き、幼稚園、保育園、認定こども園
等において受入れを推進するとともに、放課後や長期休業中も安
心して過ごせるよう、児童館、学童保育所、放課後まなび教室等
における支援の充実を図り、地域の中での子どもの居場所づくり
や療育を推進します。また、障害のある子どもを育てる保護者へ
の支援にも取り組みます。 

58 「京都市はぐくみプラン（京都市子ども・若者総合計画）」と連携した取組の推進  
   妊娠前から子ども・若者まで「切れ目のない支援」を一体的・

総合的に進めていくため、「京都市はぐくみプラン（京都市子ど
も・若者総合計画）」に掲げるすべての施策を着実に推進します。
また、子育て中の保護者、子ども・子育て支援や若者支援に関す
る事業の従事者、学識経験者等で構成する「京都市はぐくみ推進
審議会」において本計画の進捗状況を報告し、意見を求めるなど、
両プランが連携した取組を推進していきます。 

 
 

58 重症心身障害児・医療的ケア児への支援の仕組みづくりの検討
（再掲） 
   
59 教育と福祉の連携による切れ目のない取組の推進 
   幼稚園、保育園、認定こども園等と児童発達支援センター等と

の連携や、放課後等デイサービスと児童館、学校との連携等、就
学前・就学後を通じて関係機関の連携が図られるよう、仕組みづ
くりを行います。 

   障害のある子どもが、集団生活を通じて社会で生活する力等を
身につけられるよう、引き続き、幼稚園、保育園、認定こども園
等において受入れを推進するとともに、放課後や長期休業中も安
心して過ごせるよう、児童館、学童保育所、放課後まなび教室等
における支援の充実を図り、地域の中での子どもの居場所づくり
や療育を推進します。また、障害のある子どもを育てる保護者へ
の支援にも取り組みます。 

60 「京都市はぐくみプラン（京都市子ども・若者総合計画）」と連携した取組の推進 
   妊娠前から子ども・若者まで「切れ目のない支援」を一体的・

総合的に進めていくため、「京都市はぐくみプラン（京都市子ど
も・若者総合計画）」に掲げるすべての施策を着実に推進します。
また、子育て中の保護者、子ども・子育て支援や若者支援に関す
る事業の従事者、学識経験者等で構成する「京都市はぐくみ推進
審議会」において本計画の進捗状況を報告し、意見を求めるなど、
両プランが連携した取組を推進していきます。 
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改正前 改正後 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 一人一人のニーズに応じた教育の推進 
59 インクルーシブ教育の理念に基づく総合的な支援（※） 

インクルーシブ教育の理念に基づき、子どもや保護者の願いと
教育的ニーズに応じた就学相談を行います。また、地域の学校で
学びたいという保護者の要望に応え、引き続き、対象が一人であ
っても、必要な小学校・中学校及び義務教育学校にはすべて育成
学級を設置するとともに、普通学級において、すべての子どもた
ちにとってわかりやすい授業・学習環境づくりを目指すユニバー

地域社会への参加・包容（インクルージョン）の推進 
61 インクルージョンの推進に向けた地域の体制づくり 

子ども一人一人の障害の状態及び発達の過程・特性に応じた合
理的配慮の提供を進め、障害のある子どもが可能な限り、地域の
保育、教育等の支援を受けられるようにし、障害の有無に関わら
ず、すべての子どもが共に成長できるような地域共生社会の実現
を進めます。 

 
62 子育て支援と障害児支援にかかる双方向からの連携の実施  

障害児支援を、専門的な知識・経験に基づき、子育て支援施策
側をバックアップする後方支援として位置付け、児童発達支援セ
ンターが中心となり保育所等訪問支援の利用促進等を行うこと
で、保育所等における障害児の育ちの支援を行います。 

加えて、保育所等の障害児への支援力の向上を図り、子育て支
援と障害児支援が双方向から緊密に連携した支援の取組が行われ
るような、地域の体制づくりを進めます。 

 
 一人一人のニーズに応じた教育の推進・・・教育に確認中 
63 インクルーシブ教育の理念に基づく総合的な支援（※） 

インクルーシブ教育の理念に基づき、子どもや保護者の願いと
教育的ニーズに応じた就学相談を行います。また、地域の学校で
学びたいという保護者の要望に応え、引き続き、対象が一人であ
っても、必要な小学校・中学校及び義務教育学校にはすべて育成
学級を設置するとともに、普通学級において、すべての子どもた
ちにとってわかりやすい授業・学習環境づくりを目指すユニバー
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改正前 改正後 

サルデザインや合理的配慮の取組の充実を図ります。また、家庭
や地域の理解を得ながら、同じ地域や同じクラスの仲間として共
に学び、支え合えるような交流・共同学習をさらに推進します。 
※本市では、 障害の有無にかかわらず人々が互いに認め合い支

え合うことのできる共生社会の実現に向けて、インクルーシブ
教育システムの理念に基づく「一人一人の教育的ニーズに応じ
た教育」を推進しています。 

インクルーシブ教育システム 
障害者の権利に関する条約第 24 条によれば、「インク

ルーシブ教育システム」（inclusive education system、署
名時仮訳：包容する教育制度）とは、人間の多様性の尊重
等の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な
最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加する
ことを可能とするとの目的の下、障害のある者と障害の
な い 者 が 共 に 学 ぶ 仕 組 み で あ り 、 障 害 の あ る 者 が
「general education system」（署名時仮訳：教育制度一
般）から排除されないこと、自己の生活する地域において
初等中等教育の機会が与えられること、個人に必要な「合
理的配慮」が提供される等が必要とされています。 

 
60 一人一人のニーズに応じた教育の実施 
   自立と社会参加を目指して一人一人のニーズに応じたきめ細や

かな支援を行うために、総合支援学校や育成学級、普通学級にお
ける通級指導教室をはじめとする多様な学びの場、総合育成支援
員やスクールカウンセラー等の専門家及びＩＣＴ技術の活用も含

サルデザインや合理的配慮の取組の充実を図ります。また、家庭
や地域の理解を得ながら、同じ地域や同じクラスの仲間として共
に学び、支え合えるような交流・共同学習をさらに推進します。 
※本市では、 障害の有無にかかわらず人々が互いに認め合い支

え合うことのできる共生社会の実現に向けて、インクルーシブ
教育システムの理念に基づく「一人一人の教育的ニーズに応じ
た教育」を推進しています。 

インクルーシブ教育システム 
障害者の権利に関する条約第 24 条によれば、「インク

ルーシブ教育システム」（inclusive education system、署
名時仮訳：包容する教育制度）とは、人間の多様性の尊重
等の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な
最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加する
ことを可能とするとの目的の下、障害のある者と障害の
な い 者 が 共 に 学 ぶ 仕 組 み で あ り 、 障 害 の あ る 者 が
「general education system」（署名時仮訳：教育制度一
般）から排除されないこと、自己の生活する地域において
初等中等教育の機会が与えられること、個人に必要な「合
理的配慮」が提供される等が必要とされています。 

 
64 一人一人のニーズに応じた教育の実施 
   自立と社会参加を目指して一人一人のニーズに応じたきめ細や

かな支援を行うために、総合支援学校や育成学級、普通学級にお
ける通級指導教室をはじめとする多様な学びの場、総合育成支援
員やスクールカウンセラー等の専門家及びＩＣＴ技術の活用も含
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改正前 改正後 

めた支援体制の充実を図るとともに、就学前施設からの「就学支
援シート」の活用や、「個別の指導計画」・「個別の包括支援プラン」
の作成、校種間連携による引継ぎを行い、幼稚園、保育園、認定
こども園等から高等学校卒業後の進路を見据えた切れ目のない支
援を福祉・医療・保健等の関係機関とも連携して推進します。 

 
 
＜第２期障害児福祉計画＞ 
○障害児支援の提供体制の整備等 

項  目 成果目標及び考え方 

児童発達支援センタ
ーの設置 

本市においては、既に市内に９箇所設
置しており、地域支援や相談支援等の
更なる機能強化に向けて質的向上を図
る。 
 

保育所等訪問支援を 
利用できる体制の構
築 

本市においては、既に市内に１２箇所
設置しているが、利用状況が低調であ
るため、保育所等訪問支援を利用しや
すい仕組みづくりを講じる。 
 
 
 
 

めた支援体制の充実を図るとともに、就学前施設からの「就学支
援シート」の活用や、「個別の指導計画」・「個別の包括支援プラン」
の作成、校種間連携による引継ぎを行い、幼稚園、保育園、認定
こども園等から高等学校卒業後の進路を見据えた切れ目のない支
援を福祉・医療・保健等の関係機関とも連携して推進します。 

 
 
＜次期障害児福祉計画＞ 
○障害児支援の提供体制の整備等 

項  目 成果目標及び考え方 

重層的な地域支援体
制の構築を目指すた
めの児童発達支援セ
ンターの設置 

本市においては、既に市内に 9 箇所設
置しており、児童発達支援センターの
中核機能の整備を進め、地域の障害児
通所支援の体制整備を進めていく。 
 

障害児の地域社会へ
の参加・包容（インク
ルージョン）の推進 
 

本市においては、保育所等訪問支援を
行う事業所を 16 箇所設置しており、児
童発達支援センターが中心となって保
育所等訪問支援の活用促進等を行うこ
とで、障害児の地域社会への参加・包容
（インクルージョン）を推進する体制
を構築する。 
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改正前 改正後 

難聴児支援のための
中核機能を果たす体
制の構築 

本市においては、主に難聴児の支援を
行う児童発達支援センターを設置して
いることから、当施設を中核として必
要な連携等を進める。 
 
 
 

主に重症心身障害児
を支援する児童発達
支援事業所、放課後等
デイサービスの確保 

本市においては、重症心身障害児を支
援する児童発達支援事業所（３箇所）、
放課後等デイサービス（６箇所）を確保
しており、より効果的・効率的な施策の
実施について検討する。 
 

医療的ケア児支援の 
協議の場の設置及び
医療的ケア児等コー
ディネーターの配置 

福祉・保健・教育等の関係機関が連携
し、医療的ケア児支援に関する協議を
行うとともに、医療的ケア児等コーデ
ィネーターの役割について検討を行
う。 
 
 
 

 
 
 

難聴児支援のための
中核機能を有する体
制の構築 

本市においては、主に難聴児の支援を
行う児童発達支援センターを設置して
いることから、当施設を中核とした連
携体制を構築し、難聴児の早期発見・早
期療育に向けた体制整備を一層進め
る。 
 

主に重症心身障害児
を支援する児童発達
支援事業所及び放課
後等デイサービス事
業所の確保 

本市においては，重症心身障害児を支
援する児童発達支援事業所（5 箇所），
放課後等デイサービス（9 箇所）を確保
しており、より効果的・効率的な施策の
実施について検討する。 
 

医療的ケア児等支援
のための関係機関の
協議の場の設置及び
コーディネーターの
配置 

引き続き、保健・医療・福祉・保育・教
育等の関係機関による協議の場を設置
し、関係機関による連携を進める。 
 加えて、「医療的ケア児等地域支援コ
ーディネーター」の配置を進め、地域の
支援体制の向上、家族や支援機関の負
担軽減等、医療的ケア児等に関する支
援の更なる充実を図る。 
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改正前 改正後 

障害児入所施設に入
所する児童が大人に
ふさわしい環境へ移
行できるようにする
ための移行調整の場
の協議 

障害児入所施設に入所している児童が
18 歳以降、大人にふさわしい環境へ円
滑に移行できるように、移行調整に係
る協議の場を設置する。 

 


